
は
じ
め
に

　

日
本
中
世
に
お
け
る
夢
の
研
究
に
は
、
横
井
清
、
酒
井
紀
美
の
論
稿
や
著
書
が
存
在
す
る
。
横
井
は
、
鎌
倉
時
代
の
宗
教
者
（
慈
円
・
明
恵
、

親
鸞
）
や
公
家
（
九
条
兼
実
）
の
夢
・
霊
告
や
『
太
平
記
』
に
載
る
北
条
時
宗
の
夢
な
ど
を
取
り
上
げ
「
夢
・
夢
告
は
、
し
ば
し
ば
彼
ら
自
身

を
た
し
な
め
、
ま
た
慰
め
る
と
と
も
に
、
と
き
に
は
何
倍
も
の
「
力
」
を
的
確
に
恵
ん
で
く
れ
も
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
身
分
・
階
級
・
性
・

職
種
の
如
何
を
問
わ
ず
、お
よ
そ
、人
に
と
っ
て
の
夢
と
は
、そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
長
ら
く
あ
り
続
け
た
」と
定
義
付
け
ら
れ
た
。酒
井
は
、

そ
の
著
書
に
お
い
て
、
室
町
時
代
の
商
人
（
西
忍
）
の
夢
や
、
そ
の
夢
解
き
を
す
る
僧
侶
の
事
例
を
紹
介
し
、
夢
が
共
有
さ
れ
た
「
夢
語
り
共

同
体
」
と
し
て
の
中
世
社
会
像
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
横
井
の
論
稿
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
中
世
前
期
の
宗
教
者
や
公
家
を
中
心
に
検
討
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
武
士
が
見
た
夢
に
つ

い
て
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
載
る
青
侍
の
夢
と
、『
太
平
記
』
の
北
条
時
宗
の
夢
、『
保
元
物
語
』（
源
為
義
）
と
『
平
治
物
語
』（
難
波
三
郎

恒
房
）
の
四
例
の
記
載
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
酒
井
の
著
書
も
、
室
町
時
代
の
商
人
等
の
夢
に
関
す
る
考
察
が
主
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

中
世
前
期
の
人
々
が
見
た
夢
に
関
す
る
更
な
る
事
例
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
１
）

（
２
）

『
吾
妻
鏡
』
源
氏
三
代
以
降
の
夢
記
事
に
つ
い
て
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そ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
本
稿
で
は
、
鎌
倉
時
代
の
歴
史
書
『
吾
妻
鏡
』
に
掲
載
さ
れ
た
夢
記
事
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関

し
て
は
、
青
木
孝
や
藤
江
久
志
の
論
稿
が
あ
る
も
の
の
、『
吾
妻
鏡
』
編
纂
の
意
図
や
、
成
立
に
関
わ
る
問
題
を
夢
記
事
を
通
し
て
明
ら
か
に

し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
夢
そ
の
も
の
の
検
討
を
目
的
と
し
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
か
つ
て
の
拙
稿
は
『
吾
妻
鏡
』
に
お
け
る
源
氏
三

代
（
源
頼
朝
・
頼
家
・
実
朝
）
の
期
間
の
夢
記
事
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
夢
記
事
に
つ
い
て
は
分
析
の
対
象
と

は
な
っ
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
実
朝
死
後
の
『
吾
妻
鏡
』
に
記
載
さ
れ
た
夢
記
事
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
本
稿
の
目
的
は
『
吾
妻
鏡
』
の
夢

記
事
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鎌
倉
時
代
の
人
々
の
精
神
世
界
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
に
あ
る
。

　

横
井
は
前
掲
論
稿
に
お
い
て
、
小
例
で
は
あ
る
が
、
武
士
が
見
た
夢
と
そ
の
反
応
を
考
察
し
た
結
果
、（
そ
れ
は
武
士
階
級
に
独
自
な
こ
と

で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
な
が
ら
）、
夢
見
た
者
が
夢
を
「
異
世
界
の
象
徴
」「
他
界
か
ら
の
信
号
」
と
捉
え
、
彼
ら
は
夢
・
夢
告
を
、
自
ら
を
た

し
な
め
る
も
の
、
慰
め
る
も
の
、
力
を
恵
ん
で
く
れ
る
も
の
と
説
い
た
。
で
は
『
吾
妻
鏡
』
に
収
載
さ
れ
た
夢
も
同
様
で
あ
っ
た
の
か
否
か
、

横
井
が
説
い
た
以
外
の
何
か
特
殊
な
事
例
と
い
う
も
の
は
あ
る
の
か
、
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。『
吾
妻
鏡
』
の
実
朝
暗
殺
以
後
の
夢
記
事

を
概
観
し
て
お
く
と
、
全
部
で
十
九
記
事
あ
る
。
い
つ
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
夢
を
見
た
の
か
、
最
初
に
ま
と
め
て
お
こ
う
（
詳
し
い
夢
内
容
の

記
述
が
な
い
も
の
は
、
詳
細
が
不
明
な
夢
で
あ
る
）。

１�

、承
久
三
年（
一
二
二
一
）三
月
二
十
二
日（
北
条
政
子
の
夢
。二
丈
の
鏡
が
由
比
ヶ
浜
に
浮
か
び
、鏡
が
兵
乱
を
予
言
す
る
声
を
発
す
る
夢
）。

２
、
同
年
八
月
七
日
（
政
子
の
前
掲
の
夢
に
関
連
し
、
政
子
は
伊
勢
神
宮
に
領
地
を
寄
進
）。

３
、
同
年
閏
十
月
十
日
（
順
徳
院
や
慈
円
が
、
承
久
の
乱
の
敗
戦
を
予
感
さ
せ
る
よ
う
な
夢
を
見
る
）。

４
、
同
年
閏
十
月
二
十
九
日
（
北
条
義
時
の
妻
の
夢
。
猿
が
怒
り
髪
を
引
っ
張
る
夢
）。

５
、
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
九
月
十
八
日
（
藤
原
頼
経
が
夢
の
告
げ
に
よ
り
、
僧
侶
に
祈
祷
さ
せ
る
）。

６
、
寛
喜
三
年
（
一
二
三
一
）
五
月
四
日
（
あ
る
僧
侶
の
夢
。
祇
園
社
の
お
告
げ
）。

（
３
）

（
４
）
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７
、
天
福
元
年
（
一
二
三
三
）
七
月
二
十
日
（
内
藤
盛
時
の
、
荒
野
で
僧
侶
に
手
を
引
か
れ
る
夢
）。

８
、
天
福
二
年
（
一
二
三
四
）
三
月
十
日
（
一
条
実
有
の
夢
。
天
神
が
四
声
の
句
を
作
る
）。

９
、
延
応
二
年
（
一
二
四
〇
）
四
月
二
十
七
日
（
兵
庫
頭
定
員
の
夢
告
。
将
軍
・
頼
経
、
祈
祷
を
命
じ
る
）。

10
、
仁
治
二
年
（
一
二
四
一
）
八
月
十
五
日
（
将
軍
・
頼
経
の
刀
に
関
す
る
夢
）。

11
、
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
二
月
五
日
（
北
条
時
頼
に
霊
夢
の
告
。
永
福
寺
修
理
）。

12
、
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
二
月
八
日
（
北
条
時
頼
に
霊
夢
の
告
）。

13
、
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
三
月
十
三
日
（
北
条
重
時
の
夢
の
中
に
頼
朝
が
出
現
。
謀
反
人
の
存
在
を
告
げ
る
）。

14�

、
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
五
月
十
五
日
（
法
印
・
隆
弁
が
鶴
岡
八
幡
宮
・
三
嶋
社
で
祈
祷
中
に
夢
を
見
た
こ
と
が
記
載
。
三
嶋
社
で
の
夢

で
は
老
人
が
出
現
し
、
時
頼
の
妻
が
五
月
十
五
日
に
男
子
を
産
む
こ
と
を
告
げ
る
）。

15�

、
建
長
四
年
（
一
二
五
二
）
八
月
二
十
二
日
（
隆
弁
が
、
二
人
の
童
子
が
唐
垣
か
ら
消
え
る
夢
を
見
た
。
宗
尊
親
王
は
童
子
二
人
に
追
い
か

け
ら
れ
る
も
、
読
経
の
声
を
聞
く
と
、
逃
げ
去
っ
た
夢
を
見
る
）。

16�

、
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
十
二
月
二
十
五
日
（
法
華
堂
が
震
動
。
こ
れ
は
、
三
浦
太
郎
が
予
て
か
ら
夢
想
に
よ
り
人
々
に
告
げ
知
ら
せ
て

い
た
）。

17
、
同
年
十
二
月
二
十
六
日
（
北
条
時
頼
、
法
華
堂
震
動
を
聞
き
、
法
華
堂
別
当
に
祈
祷
を
命
じ
る
）。

18
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
四
月
二
十
二
日
（
宗
尊
親
王
に
夢
告
あ
り
。
御
所
で
泰
山
府
君
祭
を
催
行
）。

19�

、
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
二
月
二
十
日
（
宗
尊
親
王
に
夢
告
あ
り
、
泰
山
府
君
祭
を
催
行
。
土
御
門
顕
方
も
同
時
に
夢
を
見
る
）。

　

先
ず
、
実
朝
死
後
の
大
事
件
と
い
う
べ
き
承
久
の
乱
に
関
わ
る
夢
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
四
代
将
軍
・
藤
原

頼
経
や
、
第
五
代
執
権
・
北
条
時
頼
に
ま
つ
わ
る
夢
記
事
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
が
、
一
覧
か
ら
窺
え
よ
う
。
よ
っ
て
「
承
久
の
乱
関
連
の
夢
に

つ
い
て
」「
藤
原
頼
経
と
北
条
時
頼
の
夢
」
と
い
う
論
題
で
考
察
を
進
め
て
い
く
。

『
吾
妻
鏡
』
源
氏
三
代
以
降
の
夢
記
事
に
つ
い
て
（
濱
田
）
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一　

承
久
の
乱
関
連
の
夢
に
つ
い
て

　

源
実
朝
暗
殺（
一
二
一
九
年
一
月
）後
、初
め
て
夢
に
関
す
る
記
事
が
登
場
す
る
の
が
、承
久
の
乱
の
三
ヶ
月
ほ
ど
前
の
承
久
三
年（
一
二
二
一
）

三
月
二
十
二
日
で
あ
る
。
そ
れ
は
北
条
政
子
の
夢
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
政
子
は
、
同
日
の
夜
明
け
に
「
夢
想
」
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
面

二
丈
」
ほ
ど
の
「
鏡
」
が
、
由
比
浦
の
波
に
浮
か
び
、
そ
の
鏡
か
ら
「
私
は
大
神
宮
で
あ
る
。
天
下
の
こ
と
を
考
え
て
み
る
に
、
世
の
中
が
乱

れ
て
兵
を
集
め
る
事
に
な
ろ
う
。
北
条
泰
時
は
、
私
を
大
事
に
す
れ
ば
、
天
下
泰
平
に
な
ろ
う
」
と
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　

同
書
に
記
載
さ
れ
る
政
子
の
夢
は
、
そ
れ
ま
で
に
は
、
二
件
あ
っ
た
。
一
件
は
、
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
二
月
二
十
九
日
条
に
記
さ
れ
た

も
の
で
、
政
子
の
夢
の
中
に
、
源
義
朝
が
現
れ
、
義
朝
が
「
私
は
沼
濱
（
東
逗
子
）
の
屋
敷
に
い
る
。
近
く
の
海
で
は
漁
師
が
盛
ん
に
魚
を
取

り
殺
生
を
す
る
の
で
、
屋
敷
を
壊
し
、
寺
を
建
立
し
、
そ
こ
に
屋
敷
を
移
し
て
欲
し
い
」
と
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
政
子
は
そ
の
後
、
寿
福

寺
を
建
立
す
る
。
二
件
目
は
、
建
暦
三
年
（
一
二
一
三
）
四
月
四
日
条
に
あ
り
、
政
子
の
夢
の
中
に
「
甲
冑
の
法
師
一
人
」
が
現
れ
て
「
平
泉

寺
が
荒
れ
果
て
て
い
る
の
は
遺
恨
で
あ
る
。貴
方
の
子
孫
の
為
に
も
申
し
て
お
こ
う
」と
告
げ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。政
子
は
、夢
か
ら
覚
め
、

陸
奥
平
泉
寺
の
修
築
を
命
じ
た
と
い
う
。

　

そ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
政
子
の
夢
と
比
較
す
る
と
、
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）
三
月
二
十
二
日
の
夢
は
異
質
（
神
が
直
接
的
に
出
現
す
る
点
）

で
あ
る
。
政
子
の
夢
中
に
登
場
し
た
の
が
、
伊
勢
神
宮
の
神
（
天
照
大
御
神
）
だ
っ
た
と
い
う
点
が
最
も
特
徴
的
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
神

が
「
私
を
大
事
」
に
せ
よ
、
そ
う
す
れ
ば
天
下
泰
平
に
な
ろ
う
と
告
げ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
こ
の
夢
は
「
託
宣
」
型
（
神
の
お
告
げ
）

に
分
類
で
き
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
神
が
自
ら
を
大
事
に
せ
よ
と
告
げ
た
相
手
は
、
夢
見
る
政
子
本
人
で
は
な
く
、
北
条
泰
時
で
あ
っ
た
。
泰
時
は
、
将
来
、
父
・
北

条
義
時
の
後
継
と
な
り
、
第
三
代
執
権
と
な
る
人
物
だ
が
、
神
は
そ
れ
を
も
見
越
し
て
前
述
の
言
葉
を
告
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
５
）

（
６
）

（
７
）
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ま
た
、
政
子
の
こ
の
夢
は
、
二
ヶ
月
後
に
起
こ
る
承
久
の
乱
を
大
神
宮
（
神
）
が
予
告
し
た
も
の
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
お
そ
ら

く
、
こ
の
夢
の
記
事
は
、
承
久
の
乱
や
泰
時
の
執
権
就
任
を
経
た
後
に
、
創
作
さ
れ
た
話
が
『
吾
妻
鏡
』
に
取
り
込
ま
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。

　

筆
者
が
疑
問
に
思
う
の
は
、
な
ぜ
、
神
は
、
二
代
執
権
の
義
時
で
は
な
く
、
泰
時
に
関
す
る
言
葉
を
発
し
た
の
か
。
同
書
は
、
北
条
得
宗
家

の
行
動
を
正
当
化
し
た
り
、
顕
彰
す
る
「
曲
筆
」
が
多
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
夢
の
内
容
は
、
泰
時
を
露
骨
に
顕
彰
し
た
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、

泰
時
の
執
権
就
任
を
予
言
す
る
か
の
よ
う
で
あ
り
、
顕
彰
記
事
と
同
種
の
創
作
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
泰
時
が
大

神
宮
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
、
父
・
義
時
の
治
世
が
崩
壊
（
大
乱
勃
発
）
す
る
こ
と
も
、
政
子
の
夢
は
同
時
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
政
子

は
大
神
宮
が
夢
中
に
現
れ
た
こ
と
に
よ
り
「
殊
に
信
心
を
凝
ら
」
し
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
波
多
野
朝
定
を
神
宮
に
派
遣
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
政
子
の
「
願
書
」
を
神
宮
に
届
け
る
た
め
だ
っ
た
。
政
子
の
願
書
は
神
宮
祭
主
・
大
中
臣
隆
宗
に
届
け
ら
れ
た
。
政
子
の
願
書

の
内
容
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
想
像
す
る
し
か
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
政
変
や
兵
火
な
く
天
下
泰
平
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

義
時
の
死
の
直
後
、
い
わ
ゆ
る
「
伊
賀
氏
の
変
」（
一
二
二
四
年
六
月
か
ら
閏
七
月
）
が
起
こ
り
、
義
時
の
五
男
・
北
条
政
村
を
執
権
に
擁

立
せ
ん
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
動
き
も
北
条
政
子
の
尽
力
に
よ
り
防
が
れ
、
泰
時
が
第
三
代
執
権
と
な
る
。
そ
う
し
た
こ
と

を
考
え
た
時
、
政
子
の
大
神
宮
へ
の
崇
敬
に
よ
り
、
泰
時
は
伊
賀
氏
の
変
を
乗
り
切
り
、
執
権
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
『
吾
妻
鏡
』
の
政
子
の
大
神
宮
に
関
す
る
夢
記
事
は
、
政
変
と
い
う
不
穏
な
動
き
が
あ
ろ
う
と
も
、
泰
時
が

三
代
執
権
と
な
る
こ
と
を
自
明
の
も
の
と
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

政
子
が
見
た
夢
に
関
す
る
記
述
は
、
他
に
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
承
久
の
乱
後
の
承
久
三
年
八
月
七
日
、
既
に
官
軍
敗
れ
、
後
鳥
羽
上
皇
が

隠
岐
に
配
流
・
到
着
（
八
月
五
日
）
さ
れ
た
直
後
に
、
同
書
は
「
世
上
無
爲
」
と
記
載
。
こ
れ
は
政
子
の
「
夢
想
」
に
符
号
す
る
と
し
て
、
政

子
が
「
二
所
太
神
宮
」
に
「
内
宮
御
料
は
、
後
院
領
伊
勢
國
案
樂
村
、
井
後
村
。
外
宮
御
分
は
、
同
じ
く
國
領
葉
若
西
園
兩
村
」
を
寄
進
し
た

と
記
す
。

（
８
）
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政
子
の
夢
記
事
は
以
上
で
あ
る
が
、
同
書
に
は
承
久
の
乱
に
関
す
る
夢
記
事
が
他
に
も
記
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
承
久
三
年
閏
十
月
の
、
新
院

（
順
徳
院
）
の
「
御
夢
」
も
そ
う
で
あ
る
。

　

順
徳
院
は
、
父
・
後
鳥
羽
院
の
倒
幕
計
画
に
加
担
し
た
と
し
て
、
同
年
七
月
、
佐
渡
に
配
流
と
な
る
が
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
「
二
月
」
頃
か

ら
「
夢
想
の
告
」
が
あ
っ
た
と
い
う
。
あ
る
夜
の
夢
は
、
船
遊
び
を
し
て
い
た
ら
、
船
が
転
覆
し
た
と
い
う
も
の
。
ま
た
、
別
の
夜
の
夢
で
は

「
老
翁
」
が
後
鳥
羽
院
の
も
と
に
参
上
し
「
院
の
お
考
え
（
倒
幕
計
画
）
は
、
賽
子
の
目
と
同
じ
よ
う
な
も
の
。
ま
た
、
七
月
十
三
日
に
天
下
の

事
を
定
め
る
よ
う
な
出
来
事
が
あ
る
」
こ
と
を
告
げ
た
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
同
条
に
は
、
慈
円
の
夢
も
記
さ
れ
、
そ
れ
は
、
普
段
、
護
摩
を
焚
く
護
摩
壇
上
に
「
馬
」
が
い
て
、
そ
の
馬
が
俄
か
に
奔
り
出
す
と
い

う
も
の
だ
っ
た
。
慈
円
は
こ
の
夢
を
見
て
以
降
「
仙
洞
の
御
祈
祷
を
奉
仕
す
べ
か
ら
ざ
る
の
旨
、
潜
に
意
端
に
挿
む
」
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ

ら
の
夢
は
、
後
鳥
羽
院
の
倒
幕
計
画
と
挙
兵
が
失
敗
に
終
わ
る
こ
と
を
暗
に
示
唆
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
本
当
に
そ
の
よ
う
な
予
言

め
い
た
夢
を
見
た
か
否
か
は
別
に
し
て
（
後
日
の
創
作
の
可
能
性
も
あ
る
が
）、
特
に
、
慈
円
は
夢
を
見
た
後
に
、
院
へ
の
奉
仕
（
祈
祷
）
を

止
め
る
決
意
を
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
夢
を
見
た
人
が
現
実
の
行
動
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
が
垣
間
見
え
よ
う
。

　

そ
の
点
で
言
う
と
、同
月
二
十
九
日
条
に
記
載
さ
れ
る
北
条
義
時
の
妻
の
夢
も
同
様
で
あ
る
。同
条
に
は
、日
吉
神
社
の
禰
宜
・
祝
部
成
茂
が
、

承
久
の
乱
に
宮
方
と
し
て
関
与
し
た
疑
い
で
鎌
倉
に
喚
問
さ
れ
て
い
た
が
、
許
し
を
得
て
、
帰
洛
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
。
成
茂
が
許
さ
れ
、

都
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
要
因
が
義
時
の
妻
の
「
夢
想
」
で
あ
っ
た
。
義
時
の
「
室
」（
同
条
に
名
の
記
載
は
な
い
が
伊
賀
の
方
の
こ
と
で
あ

ろ
う
）
は
、
成
茂
が
鎌
倉
に
到
着
し
た
翌
日
に
夢
を
見
る
。

　

そ
れ
は
、
鉄
鎖
を
付
け
ら
れ
た
猿
が
、
伊
賀
の
方
が
座
る
席
の
側
に
来
て
、
伊
賀
の
方
の
髪
を
掴
み
、
左
右
の
手
に
纏
い
、
憤
怒
し
て
い
る

と
の
夢
で
あ
る
。
猿
は
日
吉
神
社
の
使
い
と
い
う
当
時
の
認
識
だ
が
、
同
時
に
、
鎌
倉
に
て
筑
後
左
衛
門
尉
知
重
の
預
囚
人
の
境
遇
に
置
か
れ

た
成
茂
の
こ
と
も
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
伊
賀
の
方
は
、
夢
か
ら
覚
め
て
も
「
心
神
惘
然
」
と
し
た
状
態
で
あ
っ
た
が
、
女
房
を
大

江
広
元
の
も
と
に
走
ら
せ
、
夢
の
件
を
伺
う
。
す
る
と
、
広
元
は
驚
き
騒
い
で
、
成
茂
の
罪
科
を
免
じ
る
こ
と
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。
広
元
は
、

（
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伊
賀
の
方
の
夢
を
、
日
吉
社
の
神
が
怒
っ
て
い
る
と
解
釈
し
た
の
だ
ろ
う
。
広
元
の
考
え
は
、
伊
賀
の
方
に
伝
達
さ
れ
、
そ
れ
は
ま
た
義
時
に

も
伝
わ
っ
た
よ
う
で
、
夫
婦
共
に
日
吉
神
を
「
仰
信
」
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
成
茂
は
赦
免
さ
れ
、
餞
別
ま
で
与
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
北
条
義
時
に
関
わ
る
夢
は
、
同
書
に
お
い
て
は
以
後
、
見
ら
れ
な
く
な
る
。
同
書
に
お
い
て
そ
れ
以
降
、
散
見
さ
れ
る
の
が
、
四
代
将
軍
・

藤
原
頼
経
と
、
五
代
執
権
・
北
条
時
頼
の
夢
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
二
人
の
夢
関
連
記
事
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

二　

藤
原
頼
経
と
北
条
時
頼
の
夢

　

四
代
将
軍
・
頼
経
の
夢
記
事
が
『
吾
妻
鏡
』
に
記
載
さ
れ
る
最
初
は
、
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
九
月
十
八
日
条
で
あ
る
。
頼
経
に
「
御
夢

想
の
告
」
が
あ
っ
た
と
し
て
、
修
法
を
鶴
岡
八
幡
宮
の
別
当
や
僧
都
が
行
っ
た
と
の
内
容
で
あ
る
。
頼
経
の
夢
想
が
如
何
な
る
も
の
か
は
記
さ

れ
て
い
な
い
が
「
夢
想
の
告
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
夢
中
に
僧
侶
や
神
が
出
現
し
、
頼
経
に
何
事
か
を
告
げ
る
託
宣
型
の
夢
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
。
夢
想
の
直
後
に
八
幡
宮
僧
侶
に
よ
る
「
修
法
」
が
、
頼
経
の
命
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
凶
事
（
自
然
災
害
等
）

が
夢
の
中
で
告
げ
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

延
応
二
年
（
一
二
四
〇
）
四
月
に
も
、
頼
経
は
「
夢
想
」
に
よ
り
、
祈
祷
を
命
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
頼
経
自
身
が
見
た
夢
の
た
め
で
は
な

く
、
藤
原
定
員
と
い
う
頼
経
に
近
侍
す
る
者
が
見
た
夢
想
が
頼
経
に
伝
達
さ
れ
、
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
八
幡
宮
に
依

頼
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
安
倍
泰
貞
、
晴
賢
、
国
継
、
晴
貞
、
広
資
、
以
平
、
文
方
ら
陰
陽
師
が
主
導
す
る
「
七
座
の
泰
山
府
君
祭
」
で
あ
っ

た
。
泰
山
府
君
祭
と
は
、
陰
陽
師
が
行
う
祭
り
の
一
つ
で
あ
り
、
健
康
長
寿
を
祈
祷
す
る
祭
祀
で
あ
っ
た
。
頼
経
の
夢
に
関
す
る
記
事
は
以
上

で
あ
る
。

　

歴
代
の
将
軍
（
頼
朝
や
実
朝
）
に
比
べ
た
ら
、
夢
に
関
す
る
記
事
は
少
な
く
、
頼
経
自
身
が
見
た
夢
の
内
容
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
だ
、

自
身
や
他
者
が
見
た
夢
に
よ
り
、
祈
祷
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
頼
朝
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
差
異
は
な
い
。
た
だ
、
前
代
の
実
朝
は
、
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夢
想
に
よ
り
、
寺
院
参
詣
を
行
い
、
堂
舎
を
新
造
し
、
前
世
を
信
じ
、
渡
宋
計
画
ま
で
立
て
て
お
り
、
そ
れ
と
比
べ
た
ら
、
頼
経
の
夢
に
対
す

る
反
応
は
微
弱
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

さ
て
『
吾
妻
鏡
』
の
後
半
に
多
数
記
載
さ
れ
る
の
が
、
北
条
時
頼
の
夢
関
連
記
事
で
あ
る
。
そ
の
最
初
が
宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）
二
月
五

日
条
で
あ
る
。
永
福
寺
の
堂
修
理
は
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
四
月
以
来
、
行
わ
れ
て
き
た
が
「
懈
緩
」
に
よ
り
、
進
捗
が
遅
れ
て
い
た
。

そ
う
し
た
時
、
時
頼
に
同
寺
を
「
興
行
」
せ
よ
と
「
靈
夢
之
告
」
が
あ
っ
た
。
時
頼
は
夢
告
に
よ
り
、
永
福
寺
の
修
理
を
迅
速
に
進
め
る
こ
と

を
決
意
し
た
と
い
う
。

　

続
い
て
、
時
頼
の
夢
が
記
さ
れ
る
の
が
、
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
二
月
八
日
の
こ
と
で
あ
る
。
同
条
に
は
、
時
頼
が
病
を
お
し
て
「
大
倉

藥
師
堂
」
に
参
詣
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
時
頼
は
「
聊
か
靈
夢
之
告
」
が
あ
っ
た
と
し
て
、
大
倉
薬
師
堂
を
信
仰
し
て
い
た
。
大
倉
薬
師
堂
は
、

北
条
義
時
の
夢
の
中
に
、
薬
師
如
来
の
眷
属
で
あ
る
十
二
神
将
の
う
ち
の
「
戌
神
」
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
り
、
建
立
が
企
図
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
薬
師
堂
を
、
義
時
の
子
孫
で
あ
る
時
頼
も
ま
た
夢
告
に
よ
り
、
信
仰
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
れ
以
降
、
時
頼
自
ら
が
見
た
夢
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、
他
者
が
見
た
夢
が
時
頼
に
報
告
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
。
建
長
三
年

（
一
二
五
一
）
五
月
十
五
日
、
時
頼
の
妻
は
男
子
（
後
の
北
条
時
宗
）
を
出
産
す
る
の
で
あ
る
が
、
鶴
岡
八
幡
宮
の
別
当
法
印
・
隆
弁
は
そ
れ
以

前
か
ら
無
事
の
出
産
を
祈
願
し
て
い
た
。
同
年
二
月
、
隆
弁
は
三
島
社
で
「
祈
請
」
し
て
い
た
が
、
同
月
十
二
日
に
「
夢
」
を
見
る
。
そ
の
夢

は
、
白
髪
の
老
翁
が
現
れ
、
隆
弁
に
「
妊
婦
は
五
月
十
五
日
に
、
男
子
を
出
産
す
る
」
と
告
げ
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
時
頼
の

妻
は
同
日
に
男
子
を
産
ん
だ
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
隆
弁
の
後
付
け
の
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

　

翌
年
（
一
二
五
二
）
八
月
二
十
二
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
ま
た
隆
弁
の
夢
が
時
頼
に
報
告
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
隆
弁

は
祈
祷
道
場
に
お
い
て
「
一
寢
」
し
て
い
た
が
、
そ
の
間
に
「
靈
夢
を
感
得
」
す
る
。
顔
は
赤
で
、
衣
が
青
の
「
小
童
二
人
」
が
現
れ
た
が
、

そ
の
二
人
が
御
所
南
面
の
木
を
植
え
た
唐
垣
か
ら
消
え
た
と
の
夢
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
同
条
に
は
、
同
年
四
月
に
将
軍
宣
下
を
受
け
た
宗
尊
親
王
（
鎌
倉
幕
府
六
代
将
軍
）
の
「
御
夢
想
」
も
記
さ
れ
る
。
宗
尊
親
王
の
夢
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に
も
「
童
二
人
」
が
現
れ
た
と
い
う
。
そ
の
童
は
将
軍
を
追
い
か
け
廻
す
が
、
将
軍
が
お
経
を
唱
え
る
と
逃
げ
去
っ
た
と
さ
れ
る
。
二
人
が
見

た
夢
が
何
を
意
味
す
る
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
当
時
、
宗
尊
親
王
は
病
中
で
あ
っ
た
。
あ
え
て
、
夢
解
き
を
す
る
と
、
童
二
人

は
病
を
引
き
起
こ
す
邪
気
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
将
軍
の
「
轉
經
之
聲
」
に
よ
り
退
散
し
た
。
翌
日
、
御
所
に
て
陰
陽
道
の
鬼
気
祭
が
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
将
軍
の
夢
の
具
現
化
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

他
者
が
見
た
夢
が
時
頼
に
報
告
さ
れ
る
事
例
と
し
て
は
、
建
長
六
年
十
二
月
の
も
の
も
あ
る
。
十
二
月
二
十
六
日
、
時
頼
は
「
法
花
堂
」
が

振
動
し
た
と
の
「
夢
想
」
が
あ
っ
た
と
し
て
、
法
華
堂
別
当
に
「
不
動
護
摩
」
を
行
う
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の
「
供
料
」
は
時
頼
が
「
沙

汰
」
し
た
と
い
う
。
法
華
堂
は
、
頼
朝
の
墳
墓
堂
で
あ
っ
た
。「
右
大
將
家
法
花
堂
」
の
「
震
動
」
は
、
同
年
十
二
月
二
十
五
日
夜
に
起
こ
っ

て
い
る
。
法
華
堂
が
振
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
三
浦
大
炊
助
太
郎
な
る
者
に
、
予
て
よ
り
「
夢
想
」
が
あ
り
、
三
浦
太
郎
は
そ
の
こ
と
を
人
々

に
告
知
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、
宗
尊
親
王
が
見
た
夢
に
つ
い
て
は
、
同
書
に
は
あ
と
二
つ
記
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
四
月
二
十
二
日
条
。

親
王
に
「
御
夢
想
之
告
」
が
あ
っ
た
と
し
て
、
御
所
の
南
庭
に
お
い
て
陰
陽
師
が
泰
山
府
君
祭
を
催
行
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
親
王
の
夢
に
関
す
る
最
後
の
記
述
が
文
永
三
年
（
一
二
六
六
）
二
月
二
十
日
条
で
あ
る
。
同
条
に
よ
る
と
、
親
王
は
昨
年
十
月

十
二
日
に
「
御
夢
想
」
が
あ
っ
た
と
い
う
（
土
御
門
顕
方
も
同
時
に
夢
を
見
た
と
あ
る
）。
そ
の
夢
に
「
御
怖
畏
」
し
た
親
王
は
、
文
永
三
年

二
月
二
十
日
に
、
御
所
に
お
い
て
、
陰
陽
師
に
命
じ
「
七
座
の
泰
山
府
君
祭
」
を
行
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
親
王
ら
の
夢
が
如
何
な
る
も
の
か
は

分
か
ら
な
い
が
、
恐
怖
を
感
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
凶
事
に
関
す
る
こ
と
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
親
王
は
同
年
七
月
に
、
将
軍
を
解
任
さ
れ
、

京
都
に
送
還
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
同
書
に
記
載
さ
れ
て
き
た
凶
事
の
夢
の
こ
と
を
思
う
と
、
そ
の
出
来
事
を
予
言
す
る
か
の
よ
う
な
夢
想

だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

『
吾
妻
鏡
』
源
氏
三
代
以
降
の
夢
記
事
に
つ
い
て
（
濱
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お
わ
り
に

　

源
実
朝
暗
殺
の
直
後
か
ら
『
吾
妻
鏡
』
の
結
語
に
至
る
ま
で
の
、
同
書
の
夢
関
連
記
事
を
検
索
し
、
検
討
を
加
え
て
き
た
。
実
朝
暗
殺
ま
で

は
、
頼
家
を
除
く
と
、
将
軍
が
見
た
夢
も
し
く
は
将
軍
に
寄
せ
ら
れ
た
夢
と
い
う
も
の
が
多
く
記
載
さ
れ
て
い
た
。
特
に
、
三
代
将
軍
・
実
朝

が
見
た
夢
は
同
書
に
多
く
記
載
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
朝
暗
殺
後
は
、
将
来
、
将
軍
と
な
る
べ
き
藤
原
頼
経
が
幼
少
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
も
あ
ろ
う
が
、
将
軍
が
見
た
夢
に
関
す
る
記
事
は
減
少
し
、
北
条
氏
（
政
子
や
義
時
の
妻
）
の
見
た
夢
が
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
承
久
の
乱
と
い
う
前
代
未
聞
の
出
来
事
が
勃
発
し
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ
を
予
言
す
る
か
の
よ
う
な
夢
で
あ
っ
た
り
、
日

吉
社
の
使
い
で
あ
る
猿
が
夢
の
中
に
現
れ
て
怒
る
と
い
っ
た
特
殊
な
夢
で
あ
っ
た
（
後
者
に
関
し
て
は
、
大
江
広
元
に
よ
る
夢
解
き
が
行
わ
れ

て
、
宮
方
に
関
与
し
た
と
の
疑
惑
を
持
た
れ
た
日
吉
神
社
の
禰
宜
を
宥
免
す
る
事
態
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
）。

　

ま
た
、
宮
方
に
お
い
て
も
、
倒
幕
計
画
が
失
敗
す
る
の
を
暗
示
す
る
よ
う
な
夢
を
見
る
者
も
い
た
と
同
書
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
ど
こ
ま
で
が
本
当
で
、
ど
こ
ま
で
が
後
世
の
創
作
か
は
判
断
し
づ
ら
い
面
も
あ
る
が
、
不
吉
な
夢
を
見
た
者
（
例
え
ば
慈
円
）
が
、
院
へ
の

祈
祷
・
奉
仕
を
止
め
よ
う
と
心
中
思
う
と
の
記
述
も
あ
り
、
夢
が
中
世
人
の
行
動
に
与
え
る
大
き
さ
が
窺
え
る
。

　

承
久
の
乱
以
降
に
、
同
書
に
登
場
し
て
く
る
の
が
、
四
代
将
軍
・
頼
経
と
北
条
時
頼
に
ま
つ
わ
る
夢
記
事
で
あ
る
。
頼
経
は
夢
想
の
告
に
よ

り
、
鶴
岡
八
幡
宮
な
ど
に
修
法
を
命
じ
た
り
し
て
い
る
。
頼
経
に
ま
つ
わ
る
夢
記
事
は
、
そ
れ
ま
で
の
将
軍
（
頼
朝
や
実
朝
）
に
比
べ
る
と
か

な
り
少
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
者
か
ら
の
夢
の
伝
達
に
よ
り
、
陰
陽
道
の
祭
り
を
催
行
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。

　

将
軍
に
代
わ
り
、
あ
る
程
度
の
数
の
夢
に
ま
つ
わ
る
記
事
が
存
在
す
る
の
が
、
北
条
時
頼
で
あ
る
。
時
頼
は
夢
告
に
よ
り
、
永
福
寺
の
修
理

を
推
進
し
た
り
、
大
倉
薬
師
堂
に
参
詣
し
た
り
し
て
い
る
。
ま
た
、
法
華
堂
の
鳴
動
を
伝
え
聞
い
た
時
頼
は
、
不
動
護
摩
の
修
法
を
行
う
よ
う

同
寺
の
僧
侶
に
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
永
福
寺
は
頼
朝
が
創
建
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
し
、
法
華
堂
は
頼
朝
の
墳
墓
堂
。
大
倉
薬
師
堂
は
時

八
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頼
の
先
祖
・
義
時
に
関
わ
る
御
堂
で
あ
る
。

　

時
頼
の
夢
に
ま
つ
わ
る
話
は
、
そ
う
し
た
頼
朝
や
北
条
氏
の
先
祖
に
関
係
す
る
も
の
が
複
数
見
ら
れ
る
。
将
軍
で
は
な
く
、
執
権
の
時
頼
が

夢
告
に
よ
り
、
過
去
の
将
軍
や
先
祖
に
関
連
す
る
寺
に
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
、
当
時
の
将
軍
と
執
権
の
力
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
で
興

味
深
い
。

　

藤
原
頼
経
は
、
宮
騒
動
に
よ
り
、
鎌
倉
を
追
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
頼
経
の
子
で
五
代
将
軍
・
頼
嗣
の
夢
記
事
は
一
件
も
な
い
）。
ま
た
、

六
代
将
軍
の
宗
尊
親
王
も
謀
反
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
、
京
都
に
送
還
さ
れ
る
。
宗
尊
親
王
の
夢
は
二
件
と
少
な
い
が
、
そ
の
う
ち
の
一
件
は

凶
事
に
ま
つ
わ
る
も
の
と
推
測
、
将
軍
を
解
任
さ
れ
、
京
都
に
送
還
さ
れ
る
親
王
の
運
命
を
暗
示
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
と
考
察
し
た
。

　

頼
朝
や
実
朝
の
時
代
に
頻
繁
に
見
ら
れ
た
夢
記
事
で
あ
る
が
、
承
久
の
乱
を
経
て
、
頼
経
・
頼
嗣
・
宗
尊
親
王
の
頃
に
な
る
と
、
著
し
く
数

は
減
少
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
は
推
測
す
る
し
か
な
い
。
依
然
、
夢
や
夢
告
と
い
う
も
の
が
重
要
な
意
味
を

帯
び
て
い
た
時
代
で
あ
る
の
で
、
将
軍
や
執
権
が
夢
を
見
れ
ば
、
そ
れ
が
『
吾
妻
鏡
』
に
多
数
記
載
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
が
次
第
に
減
少
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
同
書
の
編
纂
ス
タ
イ
ル
に
原
因
を
求
め
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
同
書
は
後
半
に
な
る
に

つ
れ
、
そ
の
記
述
は
無
味
乾
燥
と
な
っ
て
い
き
、
儀
式
に
関
す
る
文
章
が
増
す
。
そ
の
こ
と
と
、
夢
記
事
の
減
少
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

宗
尊
親
王
の
頃
に
な
る
と
、
夢
告
の
後
、
陰
陽
道
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
鶴
岡
八
幡
宮
に

修
法
を
命
じ
た
り
は
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
幕
府
内
の
陰
陽
道
の
盛
行
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
。

　

さ
て
、『
吾
妻
鏡
』
の
夢
記
事
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
同
書
に
お
い
て
も
夢
見
た
大
部
分
の
人
々
は
、
夢
と
い
う
も
の
を
、
横

井
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
異
世
界
の
象
徴
」「
他
界
か
ら
の
信
号
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
た
。
横
井
は
、
中
世
人
は
夢
や
夢
告
を
「
自
ら

を
た
し
な
め
る
も
の
、
慰
め
る
も
の
、
力
を
恵
ん
で
く
れ
る
も
の
」
と
考
え
た
と
し
た
が
『
吾
妻
鏡
』
に
登
場
す
る
人
々
は
、
夢
を
ど
の
よ
う

に
受
容
し
た
の
か
。

（
28
）

（
29
）

『
吾
妻
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』
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降
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夢
記
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（
濱
田
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北
条
政
子
の
よ
う
に
夢
の
中
で
神
の
告
げ
を
聞
き
、
神
仏
へ
の
信
心
・
祈
祷
を
凝
ら
す
者
も
あ
れ
ば
、
戦
（
承
久
の
乱
）
の
敗
戦
を
予
言
す

る
夢
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
を
気
に
も
留
め
ず
、
挙
兵
・
敗
戦
へ
と
突
き
進
む
者
も
い
た
（
数
々
の
不
吉
な
夢
告
が
あ
っ
て
も
、
院
や
そ
の
近
臣

の
殆
ど
が
気
に
も
留
め
な
か
っ
た
と
い
う
。『
吾
妻
鏡
』
で
は
後
者
の
事
例
の
方
が
少
数
で
あ
る
）。
後
者
の
事
例
か
ら
は
、
中
世
人
の
な
か
に

は
夢
告
を
深
刻
に
受
け
止
め
ず
、
聞
き
流
す
者
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
夢
告
を
無
視
し
た
者
に
は
、
身
の
破
滅
が
待
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
、
同
書
が
直
截
に
は
記
さ
な
い
ま
で
も
、
主
張
し
た
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
院
や
多
く
の
近
臣
た
ち
は
、
な
ぜ
夢
告
を
警
戒
し
な

か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
推
測
す
る
し
か
な
い
が
、
挙
兵
に
対
す
る
楽
観
論
や
驕
り
、
自
ら
に
都
合
が
悪
い
夢
は
切
り
捨
て
る
と
い
う
人
心
に
起

因
す
る
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
中
世
社
会
に
生
き
た
人
々
は
、
夢
告
を
信
じ
、
そ
れ
に
好
意
的
に
対
応
し
た
り
、
恐
れ
慎
む
こ
と
が
殆
ど

で
あ
ろ
う
が
、
な
か
に
は
そ
れ
を
拒
否
す
る
者
も
い
た
。

　

横
井
は
前
掲
論
稿
に
お
い
て
、
夢
見
の
悪
か
っ
た
武
士
が
参
戦
や
任
務
を
避
け
よ
う
と
し
た
が
、
同
輩
ら
の
「
そ
な
た
ほ
ど
の
大
将
が
夢
物

語
に
怖
気
付
い
た
の
か
」「
弓
矢
取
る
者
が
、
夢
見
・
物
忌
な
ど
と
い
う
こ
と
、
口
惜
し
き
恥
辱
」
と
い
う
嘲
笑
を
受
け
て
、
翻
意
し
た
こ
と

を
記
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
夢
見
た
者
は
、
夢
を
「
否
定
し
反
駁
す
る
と
い
う
形
で
夢
を
対
象
化
し
え
て
い
た
の
で
は
な
く
（
中
略
）
異
世

界
の
象
徴
、
他
界
か
ら
の
信
号
と
し
て
、
ま
ど
ろ
み
の
う
ち
に
忽
然
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
夢
、
そ
れ
と
の
苦
楽
な
い
交
ぜ
の
共
生
を
観
念

し
て
「
現
」
の
道
を
一
族
郎
党
と
も
ど
も
に
、
一
所
懸
命
に
、
た
ど
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、『
吾
妻
鏡
』
で
先
ほ
ど
取
り
上
げ
た
院
や
近
臣
の
事
例
は
、
不
吉
な
夢
と
い
う
も
の
を
頭
か
ら
信
じ
な
い
、
否
定
の
形
を
と
っ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
武
士
で
は
な
く
、
朝
廷
・
貴
族
の
事
例
で
あ
っ
た
。
武
士
や
貴
族
を
問
わ
ず
、
そ
う
し
た
観
念
は
ど
こ

か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
。
夢
や
夢
告
拒
否
の
論
理
を
中
世
史
料
の
な
か
か
ら
更
に
考
察
す
る
こ
と
も
、
中
世
の
夢
研
究
の
進
展
に
寄
与
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

九
〇
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註

（
１
）
横
井
清
「
夢
」（『
中
世
日
本
文
化
史
論
考
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
２
）
酒
井
紀
美
『
夢
か
ら
探
る
中
世
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
３
）
青
木
孝
「
吾
妻
鏡
の
成
立
に
關
す
る
一
試
論　

夢
想
告
・
託
宣
の
記

事
を
め
ぐ
っ
て
」（『
青
山
學
院
女
子
短
期
大
學
紀
要
』
二
十
二
、

一
九
六
八
年
）、藤
江
久
志「
実
朝
将
軍
の「
夢
」の
記
事
か
ら
み
た『
吾

妻
鏡
』
編
纂
の
意
図
」（『
御
影
史
学
論
集
』
三
十
二
、二
〇
〇
七
年
）。

『
吾
妻
鏡
』
中
の
夢
記
事
分
析
と
し
て
は
、
河
東
仁
「
鎌
倉
武
士
と
夢　

吾
妻
鏡
を
中
心
に
」
第
八
部
会　

特
集　

第
六
十
七
回
学
術
大
会
紀
要

『
宗
教
研
究
』
八
十
二
、二
〇
〇
九
年
）
が
あ
り
、「
源
頼
朝
を
め
ぐ
る

夢
譚
」
を
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
本
報
告
の
要
旨
は
短
文
で
あ
り
、
そ

の
後
、
論
稿
化
さ
れ
て
い
な
い
。

（
４
）
拙
稿
「『
吾
妻
鏡
』
の
夢
記
事
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
―
源
氏
三
代

期
を
中
心
に
―
」（『
史
苑
』
に
投
稿
中
）。
拙
稿
に
お
い
て
は
、
頼
朝

に
ま
つ
わ
る
夢
は
、
頼
朝
自
身
が
見
た
夢
は
数
例
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
殆

ど
が
、
御
家
人
や
宗
教
者
が
見
た
夢
が
頼
朝
に
伝
達
さ
れ
、
頼
朝
が
何

ら
か
の
ア
ク
シ
ョ
ン
（
遥
拝
や
馬
奉
納
）
を
起
こ
す
（
ま
た
は
無
反
応
）

と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
頼
朝
の
後
継
と
な
っ

た
頼
家
が
見
た
夢
は
一
例
し
か
記
さ
れ
ず
、
伝
達
さ
れ
た
夢
も
記
載
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
頼
家
は
、
夢
告
の
告
に
よ
り
、
地
頭
の

所
務
を
停
止
す
る
な
ど
し
て
い
た
。
将
軍
・
実
朝
の
治
世
に
な
る
と
、

こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
多
数
の
将
軍
の
夢
が
『
吾
妻
鏡
』
に
記
載
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
。
実
朝
は
夢
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
寺
院
参
詣
を
行
い
、

堂
舎
を
新
造
し
、
前
世
を
信
じ
、
渡
宋
計
画
ま
で
建
て
た
。
実
朝
期
に

は
、
北
条
義
時
や
北
条
政
子
の
夢
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
義
時
と
政
子

の
夢
は
、
託
宣
型
で
あ
り
、
そ
れ
が
御
堂
建
立
や
、
寺
院
修
築
と
い
う

現
実
の
行
動
に
繋
が
っ
て
い
く
も
の
だ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
中

世
人
は
、
夢
中
の
託
宣
に
よ
り
、
全
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
現
実
の
行

動
を
誘
発
あ
る
い
は
規
定
さ
れ
て
い
た
と
論
述
し
た
。

（
５
）『
吾
妻
鏡
』承
久
三
年
三
月
二
十
二
日
条
。以
降
、『
吾
妻
鏡
』を『
吾
』

も
し
く
は
同
書
な
ど
と
略
記
す
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
は
同
書

の
曲
筆
や
誤
記
を
正
す
こ
と
を
主
目
的
と
は
し
て
い
な
い
。

（
６
）『
吾
』
建
仁
二
年
二
月
二
十
九
日
条
。

（
７
）『
吾
』
建
暦
三
年
四
月
四
日
条
。

（
８
）『
吾
』
承
久
三
年
四
月
十
七
日
条
。
こ
の
日
、
波
多
野
朝
定
が
神
宮

か
ら
鎌
倉
に
戻
り
、
大
中
臣
隆
宗
に
政
子
の
願
書
を
託
し
た
こ
と
を
報

告
し
て
い
る
。

（
９
）『
吾
』
承
久
三
年
八
月
七
日
条
。
同
条
に
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
は
「
武

藏
國
矢
古
宇
郷
司
職
」
が
、
諏
訪
社
に
は
「
越
前
國
宇
津
目
保
」
が
寄

進
さ
れ
た
と
あ
る
。

（
10
）『
吾
』
承
久
三
年
閏
十
月
十
日
条
。

（
11
）
後
鳥
羽
院
の
お
考
え
（
倒
幕
計
画
）
は
、
賽
子
の
目
と
同
じ
よ
う
な
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も
の
と
い
う
老
翁
の
言
葉
は
、
倒
幕
計
画
は
博
打
の
よ
う
な
も
の
と
の

意
味
で
あ
る
。
ま
た
「
天
下
の
事
を
定
め
る
よ
う
な
出
来
事
が
あ
る
」

と
い
う
の
は
、
後
鳥
羽
院
の
配
流
の
こ
と
で
あ
る
。
同
書
の
七
月
十
三

日
条
に
は
、
後
鳥
羽
院
の
配
流
記
事
が
あ
る
。

（
12
）
し
か
し
、
慈
円
の
よ
う
な
者
は
稀
で
、
そ
の
よ
う
な
夢
告
が
あ
っ
て

も
「
君
臣
」
と
も
に
驚
か
ず
気
に
留
め
な
か
っ
た
と
い
う
（『
吾
』
承

久
三
年
閏
十
月
十
日
条
）。

（
13
）『
吾
』
承
久
三
年
閏
十
月
二
十
九
日
条
。

（
14
）
同
前
。

（
15
）『
吾
』
寛
喜
元
年
九
月
十
八
日
条
。

（
16
）
修
法
の
二
日
後
に
は
、
地
震
が
あ
っ
た
（『
吾
』
寛
喜
元
年
九
月

二
十
日
条
）。

（
17
）『
吾
』
延
応
二
年
四
月
二
十
七
日
条
。

（
18
）『
吾
』
宝
治
二
年
二
月
五
日
条
。

（
19
）『
吾
』
宝
治
二
年
二
月
五
日
条
に
は
、
時
頼
が
来
年
二
十
七
歳
で
物

忌
で
あ
る
こ
と
、
明
年
は
永
福
寺
が
頼
朝
に
よ
り
創
建
さ
れ
て
か
ら
、

六
十
年
が
経
過
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
寺
は
、
頼
朝
に
討
伐

さ
れ
た
源
義
経
や
藤
原
泰
衡
ら
の
怨
霊
を
鎮
め
る
た
め
に
創
建
さ
れ

た
。
時
頼
が
堂
修
理
を
急
い
だ
の
は
、
夢
告
だ
け
で
は
な
く
、
そ
う
し

た
理
由
も
あ
っ
た
ろ
う
。

（
20
）『
吾
』
建
長
二
年
二
月
八
日
条
。

（
21
）『
吾
』
建
長
三
年
五
月
十
五
日
条
。

（
22
）『
吾
』
建
長
四
年
八
月
二
十
二
日
条
。

（
23
）『
吾
』
建
長
四
年
八
月
十
七
日
条
に
は
、
宗
尊
親
王
の
「
不
快
」
が

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
夢
を
見
た
翌
日
（
八
月
二
十
三
日
）
に
は
、

病
平
癒
の
た
め
、陰
陽
師
が
四
角
四
境
の
鬼
氣
祭
を
執
り
行
っ
た（『
吾
』

建
長
四
年
八
月
二
十
三
日
条
）。そ
れ
に
よ
り
、病
は
回
復
し
た
と
い
う
。

（
24
）『
吾
』
建
長
六
年
十
二
月
二
十
六
日
条
。

（
25
）『
吾
』
建
長
六
年
十
二
月
二
十
五
日
条
。

（
26
）『
吾
』
文
永
二
年
四
月
二
十
二
日
条
。

（
27
）『
吾
』
文
永
三
年
二
月
二
十
日
条
。

（
28
）
北
条
重
時
（
義
時
の
子
）
は
、
頼
朝
が
現
れ
る
夢
を
見
て
い
る
（『
吾
』

建
長
二
年
三
月
十
三
日
）。
頼
朝
は
夢
の
中
で
「
謀
反
人
が
い
る
」
と

告
げ
た
と
い
う
。
こ
の
日
、
法
華
堂
に
お
い
て
仏
事
が
あ
っ
た
と
の
記

載
が
あ
る
。
頼
朝
が
言
う
謀
反
人
が
誰
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
頼
朝
が

将
軍
（
当
時
は
藤
原
頼
嗣
）
で
は
な
く
、
北
条
氏
の
夢
に
登
場
す
る
の

は
な
ぜ
か
。
北
条
氏
の
権
威
を
増
す
た
め
、
ま
た
は
北
条
氏
に
統
治
の

正
統
性
を
付
与
す
る
た
め
の
後
世
の
述
作
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
29
）
鎌
倉
の
陰
陽
師
に
つ
い
て
の
論
稿
に
は
新
川
哲
雄
「
鎌
倉
と
京
の
陰

陽
道
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
五
八
、
二
〇
〇
一
年
）
が
あ
る
。
新
川

は
「
鎌
倉
幕
府
に
お
け
る
陰
陽
道
の
盛
行
は
単
純
に
将
軍
の
公
家
化
に

よ
る
と
見
做
す
訳
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
義
時
・
泰
時
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の
執
権
体
制
が
鎌
倉
の
政
権
を
支
え
る
た
め
に
積
極
的
に
導
入
を
図
っ

た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。
病
気
平
癒
な
ど
に
陰

陽
道
を
活
用
す
る
こ
と
は
実
朝
の
時
代
に
見
ら
れ
た
が
、
夢
告
の
後
に

陰
陽
道
の
祭
祀
が
行
わ
れ
る
の
は
、
宗
尊
親
王
期
の
特
徴
の
よ
う
に
思

う
。
そ
れ
ほ
ど
、
陰
陽
道
の
活
用
の
幅
が
広
が
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　
　
　

鎌
倉
期
の
陰
陽
師
（
道
）
に
つ
い
て
は
村
山
修
一
「
関
東
陰
陽
道
の

成
立
」（『
史
林
』
四
十
九
号
、
一
九
六
六
年
）、
堀
之
北
有
子
「
吾
妻

鏡
に
お
け
る
「
時
」
の
扱
い
方�

鎌
倉
陰
陽
道
へ
の
接
近
」（『
神
大
古

文
書
研
究
』
四
号
、
二
〇
一
七
年
）、
赤
澤
春
彦
「
院
政
期
・
鎌
倉
期

の
宿
曜
道
と
宿
曜
師
」（
赤
澤
春
彦
編『
新
陰
陽
道
叢
書�

第
二
巻
中
世
』

名
著
出
版
、
二
〇
二
一
年
）
な
ど
の
論
稿
も
あ
る
。
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